
は
じ
め
に

浅
井
了
意
は
、
野
間
光
辰
氏
の
「
了
意
追
跡
」
に
よ
り
現
在
京
都
市
左
京
区

新
麩
屋
町
に
あ
る
正
願
寺
の
二
世
住
職
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
根
拠

と
な
っ
た
の
は
、
野
間
氏
が
正
願
寺
で
見
ら
れ
た
「
旧
記
の
断
片
を
ペ
ン
書
き

に
し
た
も
の
」
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
正
願
寺
の
住
職
了
意
に
つ
い
て
、

次
の
記
録
か
ら
仮
名
草
子
作
者
浅
井
了
意
と
は
別
人
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

碓
井
小
三
郎
氏
編
『
京
都
坊
目
誌
』
上
巻
之
二
十
八
、
上
京
第
二
十
八
区
之
部
、

正
願
寺
の
条
に
、

〇
正
願
寺

新
麩
屋
町
通
東
側
百
十
六
番
地
五
十
八
番
戸
に
あ
り
真
宗
大

谷
派
木
願
寺
に
属
す
。
慶
長
十
七
年
僧
了
意
。
麩
屋
町
丸
太
町
の
南
に
創

立
す
。
（
以
下
略
、
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
慶
長
十
七
（
一
六
一
二
）
年
に
「
僧
了
意
」
が
創
立
し

た
と
書
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
仮
名
草
子
作
者
浅
井
了
意
は
、『
狗
張
子
』
の
林

義
端
に
よ
る
序
文
に
よ
れ
ば
、

洛
陽
本
性
寺
の
了
意
大
徳
は
。（
略
）
去
年
庚
午
の
春
。
往
に
編
集
せ
る

伽
婢
子
の
遺
せ
る
を
拾
ひ
、
漏
た
る
を
捜
り
て
。
狗
張
子
若
干
巻
を
作
り
、

そ
の
続
集
に
擬
ん
と
す
。（
略
）
翌
年
辛
未
の
元
旦
。
意
ら
ざ
る
に
。
遽

然
と
し
て
寂
を
示
す
。（
下
略
）元

禄
四
年
辛
未
十
一
月
日
義
端
謹
序

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
四（
一
六
九
一
）年
元
旦
の
逝
去
で
あ
る
。
了
意
の
享

年
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
禄
四（
一
六
九
一
）年
元
旦
の
往
生
年
月
日
を
持
つ
浅

井
了
意
が
、
お
よ
そ
八
十
年
前
の
慶
長
十
七（
一
六
一
二
）年
に
正
願
寺
を
創
立

し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
正
願
寺
了
意
と
仮
名
草
子
作
者
の
浅
井

了
意
は
別
人
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
野
間
氏
が
実
際
に
正
願
寺
を
訪

れ
て
目
に
さ
れ
た
「
旧
記
の
断
片
を
ペ
ン
書
き
に
し
た
も
の
」
に
は
、
正
願
寺

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

四
六

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て
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の
開
基
は
祐
善
と
あ
り
、
了
意
は
二
世
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
野
間

氏
は
『
京
都
坊
目
誌
』
の
記
述
は
誤
り
で
あ
り
、
仮
名
草
子
作
者
浅
井
了
意
が

正
願
寺
の
二
世
住
職
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
来
歴
の
定
か

で
な
い
こ
の
「
旧
記
の
断
片
を
ペ
ン
書
き
に
し
た
も
の
」
と
は
、
果
た
し
て

『
京
都
坊
目
誌
』
の
記
述
を
退
け
る
に
足
る
資
料
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
度
、
正
願
寺
の
現
十
八
世
住
職
臨
由
夫
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
過
去
帳
や
旧
記
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
ら

の
新
出
資
料
に
よ
っ
て
、
浅
井
了
意
が
正
願
寺
二
世
住
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
決

定
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一

正
願
寺
「
過
去
帳
」
書
誌
と
来
歴

ま
ず
正
願
寺
の
「
過
去
帳
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
冒
頭
に
「
住
職
之
次
第
」

を
付
し
、
そ
の
後
朔
日
か
ら
三
十
日
の
日
付
を
付
し
た
日
牌
式
で
書
か
れ
檀
家

の
往
生
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
過
去
帳
」
の
書
誌
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。書

型

折
本（
二
十
二
折
）

十
八
・
二
×
五
・
七
セ
ン
チ（
全
て
開
く
と
二
五
八
・
一
セ
ン
チ
）

表
紙

前
後
に
瓢
箪
文
様
の
厚
紙
が
貼
っ
て
あ
り
、
現
在
の
表
紙
の
色
は
薄

い
鶯
色
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、「
過
去
帳
」
の
来
歴
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

四
七

正願寺「過去帳」「住職之次第」の部分



「
過
去
帳
」
の
裏
表
紙
に
は
、「
上
京
第
卅
三
区
大
菊
町
／
教
導
職
松
川
得

誠
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
松
川
得
誠
は
、
後
に
紹
介
す
る
「
旧
記
の
筆

写
」
に
十
四
世
住
職
と
さ
れ
る
人
物
で
、
右
の
「
過
去
帳
」
の
来
歴
に
深
く
関

わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
現
正
願
寺
十
八
世
住
職
臨
由
夫
氏
か
ら
伺
っ
た
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
過
去
帳
」
は
お
よ
そ
五
年
前
に
あ
る
檀
家

よ
り
正
願
寺
に
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
右
の
松
川
得
誠
が
帰
俗
し
た
際
に
、

こ
の
檀
家
に
預
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
願
寺
に
は
長
ら
く

こ
の
「
過
去
帳
」
は
な
く
、
野
間
氏
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二

正
願
寺
「
過
去
帳
」
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

さ
て
、
こ
の
「
過
去
帳
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
根
拠
と
な

る
の
は
、「
住
職
之
次
第
」
に
お
け
る
住
職
の
法
名
に
冠
す
る
「
釈
」
の
筆
跡

で
あ
る
。「
住
職
之
次
第
」

に
は
十
三
名
の
住
職
と
う
ち

一
名
の
妻
の
計
十
四
名
の
名

が
あ
る
が
、
最
初
の
「
釈
祐

善
」
か
ら
十
人
目
の
「
釈
了

円
」
ま
で
の
「
釈
」
と
、
次

の
「
釈
栄
恩
」
の
「
釈
」
の

字
体
が
明
ら
か
に
異
な
る
の

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

四
八
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で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、「
釈
了
円
」
ま
で
は
一
人
の
住
職
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
回
の
「
過
去
帳
」
が
、
初
め
正
願

寺
の
何
ら
か
の
歴
代
住
職
の
記
録
を
参
考
に
、
新
し
く
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
の
住
職
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
「
過
去
帳
」
を
記
し
た
人
物
は
十
二
世
栄
恩
で

あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
に
紹
介
す
る
「
旧
記
の
筆
写
」
の
「
十
二

世
栄
恩
」
の
所
に
「
中
興
開
基
」
と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
一
度
荒
廃
し
た
正

願
寺
を
栄
恩
が
中
興
す
る
際
に
、
歴
代
住
職
の
名
を
「
住
職
之
次
第
」
と
し
て

整
理
し
た
も
の
と
考
え
る
。

三

正
願
寺
「
過
去
帳
」
の
記
述

次
に
「
過
去
帳
」
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
過
去
帳
」
を
開
く
と
ま
ず

梵
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
折
オ

五
折
オ
に
は
「
住
職
之
次
第
」
が

記
さ
れ
て
い
る
。
開
基
祐
善
か
ら
得
住
ま
で
、
十
二
人
の
住
職
の
名
が
連
ね
て

あ
り
、
最
後
に
栄
恩
の
室
貞
松
の
名
が
載
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
住
職
之

次
第
」
の
二
人
目
に
「
釈

了
意

元
禄
四
辛
未
年
正
月
朔
日
」
と
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
二
世
住
職
の
名
は
「
了
意
」
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の

「
了
意
」
の
往
生
年
月
日
は
、「
元
禄
四
年
辛
未
正
月
朔
日
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
先
に
挙
げ
た
『
狗
張
子
』
序
文
の
浅
井
了
意
の
往
生
年
月
日
と
完
全
に
一

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

四
九

致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
浅
井
了
意
が
正
願
寺
二
世
住
職
で
あ
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
過
去
帳
」
は
古
い
過
去
帳
を
受
け
継
い
で

記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
浅
井
了
意
が
正
願
寺
二
世
住
職
で
あ

っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
そ
の
根
拠
を
述
べ
る
。

五
折
ウ
か
ら
は
、
朔
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
日
付
を
付
し
た
日
牌
式
で
、
檀

家
の
方
々
の
法
名
、
往
生
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
檀
家
の
往
生
年
月

日
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
往
生
年
月
日
は
、
確
実
な
年
号
で
最
も

古
い
も
の
が
明
和
八（
一
七
七
一
）年
で
、
明
治
十
一（
一
八
七
八
）年
が
最
も
新

し
い
。

こ
の
明
和
八（
一
七
七
一
）年
を
「
住
職
之
次
第
」
の
住
職
の
往
生
年
月
日
と

照
ら
す
と
、
七
世
了
順
の
頃
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
過
去
帳
」
を
最
初

に
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
十
二
世
栄
恩
が
、
何
の
た
め
に
古
い
檀
家
の
往
生
年

月
日
を
記
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
檀
家
の
法
名
や
往
生

年
月
日
が
理
由
も
な
く
記
載
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
栄
恩
が
こ
の

「
過
去
帳
」
を
記
す
際
に
は
、
元
と
な
る
過
去
帳
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
栄
恩
は
、
一
度
途
切
れ
た
正
願
寺
を
中
興
す
る

に
当
た
り
、
歴
代
住
職
の
次
第
や
栄
恩
以
前
の
檀
家
の
往
生
年
月
日
を
、
古
い

過
去
帳
に
拠
っ
て
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
「
過
去
帳
」
は
、
か
つ

て
正
願
寺
に
存
在
し
た
過
去
帳
を
受
け
継
い
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
位
置
付
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。



し
た
が
っ
て
、
正
願
寺
の
二
世
住
職
が
了
意
で
、
し
か
も
そ
の
往
生
年
月
日

が
「
元
禄
四
年
辛
未
正
月
朔
日
」
で
あ
る
こ
と
は
信
用
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。

四
「
旧
記
の
筆
写
」
に
つ
い
て

右
の
「
過
去
帳
」
の
他
に
、
正
願
寺
の
建
立
か
ら
歴
代
住
職
の
記
録
が
書
か

れ
た
資
料
も
新
た
に
見
つ
か
っ
た
の
で
紹
介
す
る
。
主
に
筆
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
以
下
「
旧
記
の
筆
写
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。「
旧
記
の
筆
写
」
の

書
誌
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

装
訂

二
穴
袋
綴
一
冊（
こ
よ
り
で
綴
じ
て
あ
る
）。

二
二
・
七
×
一
五
・
二
セ
ン
チ
。

丁
数

二
丁
。

行
数

半
丁
十
行
。

表
紙
等
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
の
特
徴
と
し
て
は
、「
十
四

世
得
誠
」
ま
で
が
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。「
十
五
世
大
円
」
と
「
十
六
世
正

聚
」
は
鉛
筆
書
き
で
、
先
代
住
職
の
「
十
七
世
正
昭
」
は
青
の
ペ
ン
で
書
か
れ

て
い
る
。

先
に
紹
介
し
た
「
過
去
帳
」
を
最
初
に
記
し
た
と
考
え
た
「
栄
恩
」
に
つ
い

て
は
、
次
頁
に
掲
載
し
た
正
願
寺
「
旧
記
の
筆
写
」

に
、

十
二
世

栄
恩

慶
應
三
丁
卯
年
／
四
月
九
日
寂

行
年
／
六
十
四
歳

江
州
浅
井
郡
酢
村
常
善
寺
祐
恵
弟
ナ
リ
／
中
興
開
基

号
松
ノ
坊

と
書
か
れ
、「
中
興
開
基
」
と
あ
る
の
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
右
の
「
旧
記

の
筆
写
」
と
先
の
「
過
去
帳
」
の
「
住
職
之
次
第
」
を
比
べ
る
と
、「
過
去

帳
」
記
載
の
住
職
が
十
四
世
得
誠
ま
で
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の

住
職
の
往
生
年
月
日
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
正
願

寺
「
旧
記
の
筆
写
」

に
見
え
る
「
十
一
世
了
暢
」
の
名
は
「
過
去
帳
」
に
は

な
い
。

「
旧
記
の
筆
写
」
は
野
間
氏
が
「
了
意
追
跡
」
で
紹
介
さ
れ
た
「
旧
記
の
断

片
を
ペ
ン
書
き
に
し
た
も
の
」
と
ほ
ぼ
同
一
に
書
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
右
の

「
旧
記
の
筆
写
」
と
野
間
氏
が
紹
介
さ
れ
た
も
の
と
は
、
果
し
て
同
じ
も
の
な

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
〇

正願寺「旧記の筆写」



浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
一

の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
野
間
氏
が
見
ら
れ
た
の
は
、
今
回
紹
介
す

る
「
旧
記
の
筆
写
」
を
さ
ら
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
野
間
氏

の
「
旧
記
の
断
片
を
ペ
ン
書
き
に
し
た
も
の
」
は
、

文
政
五
壬
申

弐
百
十
一
年
ニ
ナ
リ

と
二
つ
の
四
角
に
さ
れ
た
不
明
の
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
旧
記
の
筆
写
」

で
は
、文

政
五
壬
午

弐
百
十
一
年
ニ
ナ
リ
（
破
れ
）

と
、
前
頁
に
掲
載
し
た
正
願
寺
「
旧
記
の
筆
写
」

の
破
れ
の
箇
所
に
相
当
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
欄
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
二
箇
所
の
表
記

は
、
こ
れ
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
野
間
氏
が
「
旧
記
の
筆
写
」
を
直

接
見
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
の
住
職
が
ペ
ン
書
き
で
写
し
た
も
の
を
見
た
の

だ
と
す
る
根
拠
は
、
野
間
氏
が
「
了
意
追
跡
」
の
中
で
、「
こ
の
旧
記
の
断
片

な
る
も
の
も
、「
文
政
五
年
壬
午
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
壬
申
」
と
誤
記

も
し
く
は
誤
写
し
て
い
る
欠
点
は
あ
る
が
、」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
旧
記
の
筆
写
」
の
方
に
は
、
右
に
傍
線
を
引
い
た
よ

う
に
「
文
政
五
年
壬
午
」
と
正
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
野
間
氏

の
指
摘
は
な
い
が
、「
四
世
玄
寿
」
の
往
生
年
月
日
が
、
野
間
氏
の
も
の
は

「
正
徳
三
癸
亥
年
」
と
誤
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
旧
記
の
筆
写
」
は

正願寺「旧記の筆写」



「
正
徳
三
癸
巳
」
と
正
し
い
。
こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
を
誤
写
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
紹
介
す
る
「
旧
記
の
筆
写
」
は
、
野
間
氏
が
紹
介
さ

れ
た
も
の
の
原
本
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
と
は
い
つ
頃
筆
写
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
「
旧
記
の
筆
写
」
は
、
毛
筆
で
書
か
れ
た
の
が
「
十
四
世
得
誠
」
ま
で
で
あ

る
。
十
分
な
筆
跡
の
鑑
定
は
で
き
な
い
が
、
始
め
か
ら
「
十
四
世
得
誠
」
ま
で

に
特
徴
的
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
「
十
四
世
得
誠
」
に
は
往
生
年
月

日
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
回
紹
介
す
る
旧
記
の
筆
写
は
、
得
誠
が

記
し
た
も
の
と
考
え
て
お
く
。
得
誠
と
は
先
の
松
川
得
誠
で
あ
る
。
こ
の
得
誠

に
つ
い
て
、
正
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
『
往
生
人
法
号
及
年
月
誌
』
に
記
述
が
あ

る
。

明
治
卅
一
年
六
月
十
日
往
生

新
麩
屋
町
仁
王
門
通

二
十
二
年
十
二
月
七
日
ヨ
リ

釋
得
誠

松
川
得
誠

弔
六
十
四
名

右
ハ
前
住
職
ナ
レ
ル
モ
都
合
ニ
ヨ
リ

帰
俗
イ
タ
シ
右
職
名
相
止
ム

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
得
誠
は
明
治
二
十
二（
一
八
八
九
）年
か
ら
住
職
と
な
り
明
治

三
十
一（
一
八
九
八
）年
の
往
生
年
月
日
を
持
つ
の
で
、
そ
の
間
に
「
旧
記
の
筆

写
」
は
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
往
生
人
法
号
及
年
月
誌
』
は
、
天

保
十
二
年（
一
八
四
一
）丑
十
一
月
八
日
か
ら
昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）十
一
月

二
十
日
ま
で
の
日
付
が
あ
り
、
そ
の
間
の
檀
家
や
住
職
の
往
生
年
月
日
を
書
き

継
い
で
記
し
て
い
っ
た
も
の
で
、
天
保
十
二
年
以
降
の
正
願
寺
の
過
去
帳
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）六
月
十
日
に
松

川
得
誠
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
の
元
と
な
る
旧
記
は
、
い
つ
頃
記
さ
れ

た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
旧
記
の
筆
写
」
の
破
れ
の
あ
る
箇
所
に

「
文
政
五
壬
午
／
弐
百
十
一
年
ニ
ナ
リ
」
と
あ
る
記
述
か
ら
、
文
政
五（
一
八
二

二
）年
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
旧
記
を
記
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
十
世
了

円
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
旧
記
の
筆
写
」
の
元
と
な
る
旧
記
を
記
し
た
の
は

十
世
了
円
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
経
緯
を
整
理
す
る
と
、

イ

文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
、
十
世
了
円
が
旧
記
を
記
す
。

ロ

明
治
二
十
二（
一
八
八
九
）年

三
十
一（
一
八
九
八
）年
、
十
四
世
得
誠

が
イ
の
旧
記
を
筆
写
（
今
回
の
「
旧
記
の
筆
写
」）。

ハ

後
の
住
職
が
「
旧
記
の
筆
写
」
を
写
す
。（
野
間
氏
の
「
旧
記
の
断
片

を
ペ
ン
書
き
に
し
た
も
の
」）。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
回
、
右
の
ロ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
を
拝
見
で
き
た
こ

と
で
、
野
間
氏
が
紹
介
さ
れ
た
ハ
の
「
旧
記
の
断
片
を
ペ
ン
書
き
に
し
た
も

の
」
の
出
所
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
は
、
野
間

氏
が
論
考
「
了
意
追
跡
」
で
記
さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
の
記
述
を
こ
と
ご
と
く
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
住
職
の
往
生
年
月
日
や
出
生
な
ど
が

現
在
に
至
る
ま
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
正
願
寺
の
旧
記
が

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
二



書
き
継
が
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」

は
信
用
に
足
る
資
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、「
旧
記
の
筆
写
」
で
も
「
二
世
」
が

二
世

了
意

元
禄
四
辛
未
年
正
月
元
日
寂

と
「
了
意
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
往
生
年
月
日
は
、「
元
禄
四

辛
未
年
正
月
元
日
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先
の
「
過
去
帳
」
の
記
述
と
一
致
す

る
。
つ
ま
り
、『
狗
張
子
』
に
知
ら
れ
る
浅
井
了
意
の
往
生
年
月
日
と
一
致
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
旧
記
の
筆
写
」
は
、「
過
去
帳
」
の
成
立
時
期
を
推
測
さ
せ
る
重
要

な
資
料
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
旧
記
の
筆
写
」
に
の
み
「
十
一
世
了
暢
」
の
名

が
あ
る
な
ど
不
明
な
点
も
あ
る
。
こ
れ
は
双
方
が
別
系
統
で
あ
る
こ
と
を
示
す

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
双
方
と
も
に
二
世
は
了
意
と
な
っ

て
お
り
、
ま
た
往
生
年
月
日
が
元
禄
四
年
正
月
元
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
浅
井

了
意
が
正
願
寺
の
二
世
住
職
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

五

正
願
寺
真
影
裏
面
の
張
り
紙
に
つ
い
て

正
願
寺
十
八
世
住
職
臨
由
夫
氏
か
ら
、
開
基
祐
善
と
了
意
に
関
す
る
重
要
な

資
料
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
真
影
の
裏
書
で
、
親
鸞
聖
人
・
教
如
上

人
・
聖
徳
太
子
・
浄
土
真
宗
の
七
高
祖
の
四
点
全
て
に
見
ら
れ
た
。
真
影
と
は
、

浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
正
願
寺
の
属
す
る
真

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
三

宗
大
谷
派
の
宗
憲
第
一
章
総
則
の
第
六
条
に
は
、「
本
派
は
、
正
法
弘
通
の
恩

を
謝
す
る
た
め
、
聖
徳
太
子
、
七
高
僧
、
宗
祖
及
び
伝
灯
歴
代
の
師
主
を
奉
安

す
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
沙
加
戸
弘
氏
の
ご
教
授
に
よ
れ
ば
、

親
鸞
聖
人
と
先
代
法
主
（
教
如
上
人
）
の
真
影
は
本
堂
、
そ
し
て
聖
徳
太
子
と

七
高
祖
の
真
影
は
余
間
と
呼
ば
れ
る
本
堂
隣
の
一
室
に
掛
け
ら
れ
る
の
が
通
例

と
い
う
。

で
は
実
際
に
見
て
行
く
。
そ
れ
ぞ
れ
表
の
真
影
自
体
は
新
し
い
物
と
思
わ
れ

る
が
、
全
て
の
裏
面
に
張
り
紙
が
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
り
年
代
を
経
た
も
の
と

思
わ
れ
、
恐
ら
く
真
影
を
本
山
に
申
請
し
て
下
さ
れ
た
際
に
記
録
と
し
て
裏
面

に
書
か
れ
た
「
裏
書
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
真
影
を
新
調
す
る
に
当
た
り
、

「
裏
書
」
を
切
り
取
り
、
現
在
の
真
影
の
裏
面
に
貼
り
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
四
点
の
う
ち
の
二
点
に
「
願
主
了
意
」
の
署
名
が
あ
っ
た
。
以
下
こ
れ
を

紹
介
す
る
。

「
上
宮
太
子
真
影
」
裏
面
の
張
り
紙（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
。）

紙
型

六
八
・
六
×
三
九
・
二
セ
ン
チ

本
願
寺
釈
常
如
（
花
押
）

延
宝
五
年
丁
巳
孟
秋
中
旬

書
之

上
宮
太
子
真
影

城
州
愛
宕
郡
洛
陽
白
山
通

菊
本
町
正
願
寺
常
住
物
也

願
主
釈
了
意



寄
進
釈
宗
円

釈
妙
寿

「
三
朝
高
祖
真
影
」
裏
面
の
張
り
紙

紙
型

六
八
・
七
×
四
〇
・
二
セ
ン
チ

本
願
寺
釈
常
如
（
花
押
）

延
宝
五
年
丁
巳
七
月
中
院
書
之

三
朝
高
祖
真
影

城
州
愛
宕
郡
洛
陽

白
山
通
菊
本
町
正
願
寺

常
住
物
也

願
主
釈
了
意

寄
進
釈
宗
寿

釈
妙
慶

漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
が
、
お
よ
そ
右
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
了

意
が
右
の
真
影
を
東
本
願
寺
に
願
い
出
た
こ
と
自
体
は
、
野
間
光
辰
氏
が
「
了

意
追
跡
」
で
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
谷
大
学
所
蔵
粟
津
家
記
録

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
四

「上宮太子真影」裏面の張り紙



『
申
物
帳
』
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
申
物
帳
』
と
は
、
大
桑
斉
氏

に
よ
れ
ば
、「
東
本
願
寺
が
末
寺
か
ら
の
寺
号
・
木
仏
・
絵
像
・
開
山
及
び
歴

代
御
影
・
太
子
七
高
祖
御
影
・
飛
檐
・
寺
格
・
講
中
へ
の
御
書
な
ど
の
申
物
を

免
許
下
附
し
た
記
録
帳
」
で
あ
る
。
そ
の
『
申
物
帳
』
延
宝
五（
一
六
七
七
）年

三
月
の
条
に
、

廿
一
日

一
太
子
七
高
祖

城
州
愛
宕
郡
洛
陽

白
山
通
菊
本
町

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
五

御
賛
御
名

正
願
寺
了
意

太
子
寄
進

宗
円

妙
寿

七
高
祖
寄
進

宗
寿

妙
慶

と
あ
る
。
正
願
寺
の
二
点
の
真
影
の
裏
面
の
張
り
紙
の
日
付
は
、「
上
宮
太
子

真
影
」
が
「
延
宝
五
年
丁
巳
孟
秋
中
旬
」、「
三
朝
高
祖
真
影
」
が
「
延
宝
五
年

丁
巳
七
月
中
院
」
と
あ
る
か
ら
『
申
物
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
三
月
「
廿
一
日
」

の
日
付
よ
り
少
し
後
で
あ
る
が
、
願
主
が
了
意
で
あ
る
こ
と
、
聖
徳
太
子
の
寄

進
が
宗
円
と
妙
寿
で
、
七
高
祖
の
寄
進
が
宗
寿
と
妙
慶
で
あ
る
こ
と
は
完
全
に

「三朝高祖真影」裏面の張り紙



浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
六

紙
型

六
〇
・
九
×
四
二
・
六
セ
ン
チ

本
願
寺
釋
宣
如
（
花
押
）

慶
安
第
三
庚
寅
歳
初
冬
五
日
書
之

教
如
上
人
真
影

城
州
愛
宕
郡
洛
陽
二
条

白
山
通
土
御
門
正
願
寺
常

住
物
也

願
主
釈
祐
善

為
花
井
院
妙
宗
禅
尼

高
木
伊
勢
守
令
寄
進
者
也

お
よ
そ
右
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
先
の
了
意
と
は
異
な
り
、
祐

善
が
こ
の
よ
う
な
真
影
を
願
い
出
た
と
い
う
記
録
は
、『
申
物
帳
』
か
ら
は
見

一
致
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
様
の
真
影
で
後
ろ
に
正
願
寺
開
基
で
あ
る
祐
善
の
名
が
書
か
れ

た
張
り
紙
も
確
認
し
た
。

「
親
鸞
聖
人
御
影
」
裏
面
の
張
り
紙

紙
型

六
七
・
四
×
二
三
・
五
セ
ン
チ

大
谷
本
願
寺
釋
宣
如
（
花
押
）

寛
永
十
一
甲
戌
暮
九
月
廿
八
日
書
之

親
鸞
聖
人
御
影

山
城
国
愛
宕
郡
二
条
白
山
通

菊
本
町
正
願
寺
常
住
物
也

願
主
釈
祐
善

「
教
如
上
人
真
影
」
裏
面
の
張
り
紙

「親鸞聖人御影」裏面の張り紙



出
せ
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
上
場
顕
雄
氏

は
、
大
阪
寺
院
の
寺
号
免
許
に
つ
い
て
、『
申
物
帳
』
が
一
つ
の
寺
を
除
い
て

全
く
記
さ
な
い
例
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
末
寺
の
申
物
が
『
申

物
帳
』
に
全
て
記
録
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
右
の
祐

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
七

善
の
署
名
の
あ
る
張
り
紙
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
「
旧
記
の
筆

写
」
や
「
過
去
帳
」
で
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
祐
善
の
名
が
、
他
の
資
料
に

よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
祐
善
が
、
寛
永
十
一（
一
六
三

四
）年
に
は
「
親
鸞
聖
人
御
影
」
を
、
慶
安
三（
一
六
五
〇
）年
に
は
「
教
如
上



人
真
影
」
を
願
い
出
て
い
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

正
願
寺
の
開
基
祐
善
は
、
少
な
く
と
も
慶
安
三（
一
六
五
〇
）年
ま
で
は
住
職
を

し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

今
回
発
見
さ
れ
た
真
影
裏
書
は
、
先
の
「
過
去
帳
」
な
ど
と
年
号
の
点
に
お

い
て
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
新
出
資
料
か
ら
す
る
と
、
も
は
や

浅
井
了
意
は
正
願
寺
二
世
住
職
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

浅
井
了
意
は
、
正
願
寺
二
世
住
職
と
し
て
「
聖
徳
太
子
真
影
」
と
「
七
高
祖

真
影
」
を
揃
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
正
願
寺
は
一
つ
の
寺
と
し
て
の
体
裁
を
整

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
浅
井
了
意
は
二
世
住
職
と
し
て
立
派
に
貢
献

し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
焼
失
に
よ
り
過
去
帳
や
旧
記
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

正
願
寺
に
、
紹
介
し
た
よ
う
な
「
過
去
帳
」
と
「
旧
記
の
筆
写
」
が
存
在
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
願
主
が
祐
善
と
了
意
と
あ
る
真
影
裏
面
の

張
り
紙
が
四
点
も
発
見
さ
れ
た
。
特
に
こ
の
祐
善
の
署
名
の
あ
る
「
裏
書
」
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
了
意
が
開
基
で
あ
る
と
す
る
『
京
都
坊
目
誌
』
の

記
述
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
浅
井
了
意
研
究
に
お
い
て
重
要
な

発
見
で
あ
る
。

そ
し
て
「
過
去
帳
」
と
「
旧
記
の
筆
写
」
に
二
世
住
職
は
了
意
と
あ
っ
た
。

そ
し
て
二
世
了
意
の
往
生
年
月
日
は
「
元
禄
四
年
辛
未
正
月
朔
日
」
と
あ
り
、

『
狗
張
子
』
序
文
で
知
ら
れ
て
い
た
浅
井
了
意
の
往
生
年
月
日
と
一
致
し
た
。

論
じ
た
よ
う
に
双
方
と
も
書
き
継
が
れ
た
形
跡
が
見
ら
れ
、
信
用
で
き
る
こ
と

か
ら
、
正
願
寺
の
二
世
住
職
了
意
は
浅
井
了
意
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

北
条
秀
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
浅
井
了
意
は
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
に
『
盂
蘭

盆
経
疏
新
記
直
講
』（
四
月
成
）、『
大
原
談
義
句
解
』（
四
月
成
）、『
聖
徳
太
子

伝
暦
備
考
』（
十
一
月
成
）と
立
て
続
け
に
仏
書
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

以
降
、
浅
井
了
意
の
著
述
は
仏
書
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
了
意

の
転
換
期
で
あ
る
こ
の
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
は
、
了
意
が
正
願
寺
に
二
枚

の
真
影
を
揃
え
、
寺
と
し
て
の
格
を
整
え
た
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
と
正
し

く
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
今
回
の
発
見
は
、
こ
の
時
期
の
浅
井
了
意
の
執
筆

活
動
を
考
え
る
上
で
も
重
要
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注

野
間
光
辰
氏
「
了
意
追
跡
」（
初
出
は
北
条
秀
雄
氏
『
改
訂
増
補
浅
井
了
意
』
笠

間
書
院
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
二
十
八
日
。
そ
の
後
、
野
間
光
辰
氏
『
近
世
作
家
伝

攷
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
十
年
十
一
月
三
十
日
に
所
収
。
本
稿
は
『
近
世
作
家
伝

攷
』
所
収
の
も
の
に
拠
る
。）

『
京
都
叢
書
』
京
都
叢
書
刊
行
会
、
大
正
四
年
十
月
一
日
刊
所
収
に
拠
り
、
引
用

は
現
行
の
漢
字
に
改
め
た
。

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
八



国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
版
『
狗
張
子
』
に
拠
る
。
尚
、

序
文
中
に
「
洛
陽
本
性
寺
の
了
意
大
徳
は
」
と
あ
る
「
本
性
寺
」
と
は
、
北
条
秀
雄

氏
『
新
修
浅
井
了
意
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
十
五
日
）に
よ
れ
ば
紙
寺

号
で
、
実
在
す
る
寺
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

沙
加
戸
弘
氏
か
ら
、「
住
職
之
次
第
」
を
有
し
檀
家
の
往
生
年
月
日
を
記
載
す
る

の
が
通
常
の
過
去
帳
で
あ
り
、
今
回
の
新
出
資
料
は
過
去
帳
に
間
違
い
な
い
と
ご
教

授
い
た
だ
い
た
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
正
願
寺
の
「
過
去
帳
」
と
し
て
論
じ
る
。

『
梵
字
事
典
』
中
村
瑞
隆
・
石
村
喜
英
・
三
友
健
容
各
氏
編
著
（
雄
山
閣
、
昭
和

五
十
二
年
四
月
十
五
日
）
の
十
一

十
三
頁
に
よ
れ
ば
、
一
折
オ
は
「
シ
ッ
・
チ
・

ア
ラ
・
ソ
ト
」
と
読
み
、「
成
就
吉
祥
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
同
書
一
八
六

一
八

八
頁
に
よ
れ
ば
、
一
折
ウ
の
下
の
三
文
字
は
い
ず
れ
も
「
ア
」
で
、
そ
の
異
体
字
を

記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
番
上
は
「
ア
ー
」
で
あ
る
。

注

、
一
一
一
頁
。

注

、
一
一
一
頁
。

『
日
本
仏
教
基
礎
講
座
５
浄
土
真
宗
』
早
島
鏡
正
・
坂
東
性
純
両
氏
編
（
雄
山
閣
、

昭
和
五
十
四
年
七
月
二
十
日
）。

注

、
一
一
三
頁
。

大
桑
斉
氏
「
近
世
真
宗
教
団
構
造
の
諸
類
型
」（『
日
本
宗
教
史
論
集
』
下
巻
、
笹

原
一
男
博
士
還
暦
記
念
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
日
）。

大
谷
大
学
所
蔵
粟
津
家
記
録
『
申
物
帳
』
に
よ
る
。

の
「
願
主
」
は
「
祐
善
」
と
は
読
み
に
く
く
、「
立
古
」
と
読
め
る
。
し
か
し
、

現
存
す
る
正
願
寺
の
資
料
に
は
こ
れ
に
あ
た
る
住
職
は
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
も
沙

加
戸
弘
氏
の
ご
教
授
に
よ
る
が
、「
願
主
」
と
あ
る
か
ら
に
は
住
職
以
外
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
は
「
祐
善
」
を
く
ず
し
た
も
の
と
考
え
る
。

上
場
顕
雄
氏
「
近
世
大
坂
の
真
宗
寺
院
｜
都
市
寺
院
の
形
態
と
町
人
身
分
｜
」

（『
近
世
仏
教
の
諸
問
題
』
圭
室
文
雄
・
大
桑
斉
両
氏
編
、
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
四
年

浅
井
了
意
を
め
ぐ
る
正
願
寺
新
出
資
料
に
つ
い
て

五
九

十
二
月
五
日
）。

北
条
秀
雄
氏
『
新
修
浅
井
了
意
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
十
五
日
、

二
四
九
頁
）。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
平
成
十
三
年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会（
立
命
館
大
学
）で
の

口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

貴
重
な
資
料
を
ご
紹
介
下
さ
っ
た
正
願
寺
十
八
世
住
職
、
臨
由
夫
氏
に
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、『
申
物
帳
』
の
閲
覧
を
許
可
下
さ
っ
た
大
谷
大
学
図
書
館
、
ご
教
授

下
さ
っ
た
沙
加
戸
弘
氏
、
発
表
の
席
上
ご
教
授
を
賜
っ
た
石
川
真
弘
氏
、
渡
辺

守

氏
、
和
田
恭
幸
氏
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
ご
助
言
下
さ
っ
た
諸
先
生
方

に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


